
東 京 都 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 条 例 （ 令 和 二 年 東 京 都 条 例 第 五 十 三 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ） 

改    正    案 現         行 
第 一 条 か ら 第 四 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

（ 体 制 の 整 備 等 ）  

第 五 条 都 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 検 査 （ 検 体 の 採 取 を 含

む 。 以 下 単 に 「 検 査 」 と い う 。 ） を 円 滑 に 行 う こ と が で き る よ う 、

検 査 の 実 施 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。 

２ 都 は 、 患 者 等 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 患 者 、 疑 似 症 患 者

（ 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 （ 平

成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ） 第 六 条 第 十 項 に 規 定 す る 者 を い う 。 ） 及

び 無 症 状 病 原 体 保 有 者 （ 同 条 第 十 一 項 に 規 定 す る 者 を い う 。 ） を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 必 要 な 医 療 を 安 定 的 に 提 供 で き る よ う 、 新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 医 療 提 供 体 制 を 確 保 す る と と も

に 、 必 要 な 医 療 用 資 器 材 等 の 備 蓄 及 び 整 備 に 努 め る も の と す る 。 

３ 都 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 発 生 状 況 等 を 踏 ま え 、 患 者

等 が 療 養 に 専 念 す る こ と が で き る よ う 、 施 設 の 確 保 等 環 境 の 整 備

に 努 め る も の と す る 。 

（ 情 報 の 提 供 等 ） 

第 一 条 か ら 第 四 条 ま で （ 略 ） 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 六 条 都 は 、 都 民 が 自 ら 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 予 防 及 び ま

ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 適 切 に 講 ず る こ と が で き る よ う 、 新 型

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 発 生 状 況 、 動 向 及 び 原 因 に 関 す る 情 報 並

び に 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 係 る

施 策 に 関 す る 情 報 の 提 供 に 努 め る も の と す る 。 

２ 都 は 、 患 者 等 が 、 多 数 の 者 の 利 用 す る 施 設 を 利 用 し 、 又 は 多 数

の 者 の 参 加 す る 催 物 等 に 参 加 し て い た こ と が 判 明 し た 場 合 で 、 新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 を 当 該 患 者 等 か ら 他 人 に 感 染 さ せ る お

そ れ の あ る 期 間 に 当 該 患 者 等 と 接 し た 者 を 把 握 で き て お ら ず 、 新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の ま ん 延 を 防 止 す る た め 特 に 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、 都 民 が 検 査 を 受 け る 等 の 行 動 を と る こ と が で

き る よ う 、 当 該 施 設 又 は 催 物 等 の 名 称 、 当 該 利 用 又 は 参 加 の 時 期

そ の 他 の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の ま ん 延 の 防 止 の た め に 必

要 な 情 報 を 公 表 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 情 報 の 公 表 に 当

た っ て は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。 

３ 都 は 、 前 二 項 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 の 発 生 状 況 、 検 査 の 実 施 状 況 、 病 床 稼 働 状 況 等 の 把 握 に つ い て 、

特 別 区 又 は 保 健 所 を 設 置 す る 市 （ 以 下 「 保 健 所 設 置 市 」 と い う 。 ）

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



の 長 、 医 療 機 関 等 の 協 力 を 求 め る も の と す る 。 

（ 都 民 等 の 感 染 拡 大 防 止 措 置 ）  
第 七 条 都 民 は 、 本 部 設 置 期 間 に お い て 、 知 事 又 は 特 別 区 若 し く は

保 健 所 設 置 市 の 長 の 求 め に 応 じ て 、 必 要 な 検 査 を 受 け る よ う 努 め

な け れ ば な ら な い 。 

２ 患 者 等 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の ま ん 延 の 防 止 の 観 点 か

ら 、 本 部 設 置 期 間 に お い て 、 知 事 又 は 特 別 区 若 し く は 保 健 所 設 置

市 の 長 の 求 め に 応 じ て 、 医 療 機 関 に 入 院 し 、 宿 泊 療 養 施 設 に 入 所

し 、 又 は 当 該 患 者 等 の 居 宅 等 に お い て 療 養 し 、 み だ り に 外 出 し な

い よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

３ 患 者 等 は 、 本 部 設 置 期 間 に お い て 、 知 事 又 は 特 別 区 若 し く は 保

健 所 設 置 市 の 長 の 求 め が あ っ た と き は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 の ま ん 延 を 防 止 す る た め に 必 要 な 調 査 に 協 力 す る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。 

４ 事 業 者 は 、 本 部 設 置 期 間 に お い て 、 知 事 又 は 特 別 区 若 し く は 保

健 所 設 置 市 の 長 の 求 め が あ っ た と き は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 の ま ん 延 を 防 止 す る た め に 必 要 な 調 査 に 協 力 す る と と も に 、 当

該 事 業 者 と 関 係 が あ り 、 か つ 、 感 染 の お そ れ の あ る 者 に 対 し て 検

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



査 へ の 協 力 を 促 す よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

第 八 条 （ 現 行 の と お り ） 
第 九 条 （ 現 行 の と お り ） 

第 十 条 （ 現 行 の と お り ） 

第 十 一 条 （ 現 行 の と お り ） 

第 十 二 条 （ 現 行 の と お り ） 

第 十 三 条 （ 現 行 の と お り ） 

第 十 四 条 （ 現 行 の と お り ） 

第 十 五 条 （ 現 行 の と お り ） 

 

第 五 条 （ 略 ） 

第 六 条 （ 略 ） 

第 七 条 （ 略 ） 

第 八 条 （ 略 ） 

第 九 条 （ 略 ） 

第 十 条 （ 略 ） 

第 十 一 条 （ 略 ） 

第 十 二 条 （ 略 ） 

   


